
大和市告示第５３号 

障がい福祉課の所管に係る地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ず

るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴う関係要綱の整理に関する要綱を次のように定め

る。 
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障がい福祉課の所管に係る地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施 

策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の公布に伴う関係要綱の整理に関する要 

綱 

（大和市身体障がい児補装具費利用者負担金助成事業実施要綱の一部改正） 

第１条 大和市身体障がい児補装具費利用者負担金助成事業実施要綱（平成１９年大和市告示第４

１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律」に改める。 

第３条中「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律施行令」に、「支払い」を「支払」に改める。 

第５条ただし書中「大和市自立支援給付等の支給等に関する規則」を「大和市自立支援給付費

の支給等に関する規則」に、「申し出」を「申出」に改める。 

（大和市小児慢性特定疾患児日常生活用具助成事業実施要綱の一部改正） 

第２条 大和市小児慢性特定疾患児日常生活用具助成事業実施要綱（平成２１年大和市告示第９１

号）の一部を次のように改正する。 

第３条ただし書中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律」に改める。 

（大和市障害福祉サービス等利用者更生訓練費助成要綱の一部改正） 

第３条 大和市障害福祉サービス等利用者更生訓練費助成要綱（平成１９年大和市告示第３９号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律」に改める。 

第２条第１号中「障害者自立支援法に基づく指定障害者福祉サービスの事業等の人員、設備及

び運営に関する基準」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ



く指定障害者福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」に改め、同条第２号中

「事由」を「事情」に改める。 

附則第２項中「改正前の障害者自立支援法施行令」の次に「（平成１８年政令第１０号）」を

加える。 

（大和市援護施設等通所訓練費の支給に関する要綱の一部改正） 

第４条 大和市援護施設等通所訓練費の支給に関する要綱（平成１９年大和市告示第３７号）の一

部を次のように改正する。 

第１条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律」に改める。 

第２条ただし書中「共同生活介護又は」を削る。 

（大和市身体障がい者等自動車燃料費助成事業実施要綱の一部改正） 

第５条 大和市身体障がい者等自動車燃料費助成事業実施要綱（平成２１年大和市告示第９２号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第２号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律」に改める。 

（大和市福祉車両利用助成事業実施要綱の一部改正） 

第６条 大和市福祉車両利用助成事業実施要綱（平成２１年大和市告示第９４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第２項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律」に改める。 

（大和市福祉タクシー等利用助成事業実施要綱の一部改正） 

第７条 大和市福祉タクシー等利用助成事業実施要綱（平成２１年大和市告示第９５号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第２項第３号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律」に改める。 

（大和市地域生活移行促進事業実施及び補助金交付要綱の一部改正） 

第８条 大和市地域生活移行促進事業実施及び補助金交付要綱（平成１９年大和市告示第４３号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律」に、「第５条第１２項」を「第５条第１１項」に改める。 

第２条第１号中「第５条第１０項に規定する共同生活介護を行う事業所（以下「ケアホーム」



という。）又は同条第１６項」を「第５条第１５項」に改める。 

第３条中「ケアホーム又は」を削る。 

（大和市障がい者地域作業指導事業補助金交付要綱の一部改正） 

第９条 大和市障がい者地域作業指導事業補助金交付要綱（平成２１年大和市告示第９６号）の一

部を次のように改正する。 

附則第２項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律」に、「同条第１３項」を「同条第１２項」に、「同条第１４項」を「同条第１３項」

に、「同条第１５項」を「同条第１４条」に改める。 

（大和市精神障がい者地域作業指導事業補助金交付要綱の一部改正） 

第１０条 大和市精神障がい者地域作業指導事業補助金交付要綱（平成２１年大和市告示第９７号）

の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律」に、「同条第１３項」を「同条第１２項」に、「同条第１４項」を「同条第１３項」

に、「同条第１５項」を「同条第１４条」に改める。 

（大和市障がい者共同生活住居設備設置促進事業補助金交付要綱の一部改正） 

第１１条 大和市障がい者共同生活住居設備設置促進事業補助金交付要綱（平成１９年大和市告示

第４４号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律」に、「第５条第１０項に規定する共同生活介護又は同条第１６項」を「第５条第１５項」

に改め、同条第２号中「第５条第１２項」を「第５条第１１項」に改め、同条第３号中「共同生

活介護及び」を削る。 

（大和市障がい者地域生活サポート事業助成金交付要綱の一部改正） 

第１２条 大和市障がい者地域生活サポート事業助成金交付要綱（平成２１年大和市告示第２３１

号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「神奈川県障害者地域生活サポート事業実施要綱」を「障害者地域生活サポート事業

実施要綱」に、「第３条」を「次条」に改める。 

第６条第３項中「大和市自立支援給付の支給等に関する規則」を「大和市自立支援給付費の支

給等に関する規則」に、「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律」に改める。 

（大和市障がい者グループホーム等家賃助成金の支給に関する要綱の一部改正） 

第１３条 大和市障がい者グループホーム等家賃助成金の支給に関する要綱（平成１９年大和市告



示第１５２号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律」に、「第５条第１６項」を「第５条第１５項」に改め、「、法第５条第１０項に規定する

共同生活介護を提供する施設」を削る。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、第４条中大和市援護施設等通所訓練費

の支給に関する要綱第２条ただし書の改正規定、第８条中大和市地域生活移行促進事業実施及び補

助金交付要綱第１条の改正規定（「第５条第１２項」を「第５条第１１項」に改める部分に限る。）

並びに同要綱第２条及び第３条の改正規定、第９条中大和市障がい者地域作業指導事業補助金交付

要綱附則第２項の改正規定（「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律」に改める部分を除く。）、第１０条中大和市精神障がい者地域作業指導事業

補助金交付要綱附則第２項の改正規定（「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。）、第１１条中大和市障がい者共同生活住

居設備設置促進事業補助金交付要綱第２条の改正規定（「障害者自立支援法」を「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。）並びに第１３条中大和市

障がい者グループホーム等家賃助成金の支給に関する要綱第１条の改正規定（「障害者自立支援法」

を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。）は、

平成２６年４月１日から施行する。 

 

 


